
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

四

六

四

号

外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
の
大
使
館
及
び
総
領
事
館
に
お
け
る
便
宜
供
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
便
宜
供
与
の
格
付
け
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
八
号
）
で
は
、
便
宜
供
与
に
つ
い
て
「
一
般
に
、
公
共
性
を
有
す
る
用
務
で

海
外
に
渡
航
す
る
者
に
対
し
て
行
う
送
迎
、
宿
舎
の
手
配
等
の
支
援
を
指
す
。
」
と
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
送

迎
、
宿
舎
の
手
配
等
」
の
具
体
的
内
容
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
国
会
議
員
に
対
す
る
便
宜
供
与
及
び
国
会
議
員
以
外
の
者
に
対
す
る

便
宜
供
与
の
件
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
二
十
年
度
に
お
け
る
右
二
つ
の
便
宜
供
与
の
件
数
を

全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

大
使
館
が
二
の
便
宜
供
与
を
行
う
対
象
は
、
一
の
便
宜
供
与
の
格
付
け
の
う
ち
ど
の
格
付
け
に
該
当
す
る
か
。

五

総
領
事
館
が
二
の
便
宜
供
与
を
行
う
対
象
は
、
一
の
便
宜
供
与
の
格
付
け
の
う
ち
ど
の
格
付
け
に
該
当
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


